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防災重点農業用ため池ハザードマップ作
成業務委託
①（猿田堰）　1,900千円
②（左鉢堰）　1,900千円
③（上　 堰）　1,900千円
④（久下堰）　1,900千円

事業費

国県

市債

その他

一般財源

事業費
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市債

その他

一般財源

事業費
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その他

一般財源

事業評価シート【新規事業-１】

事業名 防災重点農業用ため池ハザードマップ作成事業
基
本
計
画

節

事業コード テーマ

担当者氏名 職名 主な施策展開

課係名

総
合
戦
略

基本目標3

1

1

4

実施根拠

農業用ため池の保全及び管理に関する法律 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法

　　６年度　　５年度　　４年度
指標及び目標値（目標）の考え方

毎年度４箇所の作成を目標とする

ハザードマップの作成により地域住
民への周知を図ることで防災意識の
向上につなげる

住民の防災意識の向上を
図る

ハザードマップ作成数主
要
指
標

■
活動
指標

― ― ―

事業実施の
経緯
（現状）

　平成30年7月の西日本豪雨により、広島県を中心に農業用ため池が決壊し、人的被害が発生したことを
踏まえ、ため池対策の見直しがなされた。
　本市においては、68箇所のため池のうち、12箇所が「防災重点農業用ため池」に指定されているが、老
朽化が著しいため池もあることから、今後の災害に備えて早急に実施する必要がある。

法令計画名

ワークショップ等による意見交換

ワークショップ等による意見交換

事業継続
後年度負担

[ R4 R6 内容

ハザードマップ公表・周知

業務委託発注

7,600

防災重点農業用ため池ハザードマップ作
成業務委託
①（鞘戸堰）　1,900千円
②（藤木堰）　1,900千円
③（二重堤堰1･2）　1,900千円

防災重点農業用ため池ハザードマップ作
成業務委託
①（八幡湖）　1,900千円
②（奥田堰）　1,900千円
③（林谷堰）　1,900千円
④（折　 堰）　1,900千円

施策の方向

施策

整理番号

事
業
費
の
積
算

内容

事
務
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

業務委託発注

ハザードマップ公表・周知

■
成果
指標

ハザードマップ公表・周知

業務委託発注
ワークショップ等による意見交換

めざす姿・
ねらい

（目標・目的）

　近年、自然災害が激甚化し、農業水利施設が被災し、農用地のみならず地域住民への被害が頻発す
るなか、効果的な防災・減災対策を講じ、農業生産の維持や農業経営の安定化及び地域住民の安全・安
心の確保を図り、災害に強い農村づくりを推進する。

農政課基盤整備係 内線 施策

補正予算
要求理由

実現するため
の課題
（問題点）

　ハザードマップを作成し、「防災重点農業用ため池」の情報を市民に周知することで、緊急時の迅速な
避難行動による安全性の向上は図れるが、抜本的に決壊リスクを軽減させるためには、ため池の防災減
災対策が重要となるが、市内にあるため池の多くは、江戸時代以前に築造され、施設の老朽化が著しいこ
とから、全ての施設を改修するには多額の費用が必要となる。

目標値（目標）指標の種類

①ハザードマップは、浸水想定区域のほか、避難路や避難場所を記載し、緊急時における迅速な避難に
つなげるとともに、避難時には周辺地域の住民と共助の必要もあるため、ハザードマップ区域内の住民等
に配布を行う。また、これに加え、市の掲示板への掲示、ウェブサイトへの掲載等、住民への周知を行う。
②ハザードマップ作成に当たっては、「ため池ハザードマップ作成の手引き」や他地区における作成事例
を参考としつつ、住民参加を得て、ワークショップ等による意見交換を行うなど、住民の防災意識の向上が
図られるよう工夫する。

具体的な取組
（解決策）

名称

4 4 4

有 無

単年度 複数年度：無期

複数年度：有期

有 無
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総
合
評
価

■実施計画における位置づけ、財政状況による実現性

評価

Ａ．掲載する
Ｃ．掲載しない

◎評価理由
国費補助により財源の見通しはあるが、事業実施による効果が不透
明（令和２年１０月実施政策調整会議・庁議指摘事項）である点が
払しょくしきれていない。Ｃ

■政策調整会議による評価

評価

Ａ．掲載する
Ｃ．掲載しない

◎評価理由
近隣住民に対してため池の危険性の周知を考えること、また、マッ
プの作成に先行して、ため池診断等を実施することが進め方として
理にかなっているのではないか。Ｃ

■庁議による方針

評価

Ａ．掲載する
Ｃ．掲載しない

３か年実施計画に掲載するものとする。Ａ

４．財源確保の見通し
・国・県補助等の見通しはどの程度まであるか。
・財源確保のため、他の事業を縮小又は廃止できる可能性はあるか。

評価

Ａ.見通しがある
Ｂ.一部見通しがある
Ｃ.見通しがない

◎評価理由(上記の観点などを参考にしてください）

Ａ
　農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金は、本来国費50％であ
るが、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特
別措置法」が令和12年度までの計画で施行され、現状定額補助と
なっており、令和2,3年度は100％となっていることから、今後も予
算確保の見通しがある。

３．事業の効率性
・投入したコストに見合った成果があがる見込みがあるか。
・将来的なコストの増加・増大の要因はあるか。

評価

Ａ．効率性が高い
Ｂ．効率性が認められる
Ｃ．効率性について検討が必
要である

◎評価理由(上記の観点などを参考にしてください）

Ａ
　被害が発生する可能性のある箇所への対策が図られ、緊急時に正
しい判断で避難を行い、市民の生命及び財産を保護できる。また、
国庫補助を財源とし、有利な財源確保をしていることから、効率的
である。

事業評価シート【新規事業-２】

項
目
別
評
価

１.事業の必要性
・社会環境や市民ニーズと整合があるか。
・市が事業を行うことについて妥当であるか。

評価

Ａ.必要性が高い
Ｂ.必要性が認められる
Ｃ.必要性について検討が必要
である

◎評価理由(上記の観点などを参考にしてください）

Ａ
　ハザードマップを作成し、ため池の決壊による水害その他の災害
から地域住民の生命及び財産を保護し、災害に強いまちづくりに市
が関与することは、妥当である。

２．事業の有効性
・総合計画基本計画の施策の達成にどのように寄与するか。
・ほかの事業と関連できる場合、より有効に働く面はあるか。

評価

Ａ.有効性が高い
Ｂ.有効性が認められる
Ｃ.有効性について検討が必要
である

◎評価理由(上記の観点などを参考にしてください）

Ｂ
　危険なため池の改修は、農業者の水利確保だけでなく、治水施設
として地域全体で守るべき施設であるため、有効性は高い。
　しかしながら、ため池の多くは、施設の老朽化が著しいことか
ら、抜本的な改修が必要であり、多額の費用がかかる。


